
【 ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 】

２０２６年２月１０日

ｋｈｂ東日本放送と仙台市が
「災害時における帰宅困難者の支援に関する協定」を締結！

社屋を一時滞在場所として開放します

株式会社東日本放送(本社：仙台市太白区、以下ｋｈｂ)は、２０２６年２月１０日(火)、仙台

市と「災害時における帰宅困難者の支援に関する協定」を締結しました。「地域に開かれたテレ

ビ局」を目指すｋｈｂの地域貢献活動の一環で、災害時に帰宅困難者の受け入れを行うために、

社屋を「一時滞在場所」として開放します。県内の放送局として初めての取り組みとなります。

東日本大震災の経験を踏まえ、仙台市では市内の主要な拠点駅（仙台駅・長町駅・地下鉄泉中

央駅）において、大地震などで公共交通機関が途絶した場合に備え、帰宅困難者が一時的に滞在

できる施設（一時滞在場所）を、民間事業者などの協力を得て確保しています。

長町駅では最大２０００人の帰宅困難者が想定されています。ｋｈｂは仙台市からの要請を受

けて、社屋１階の「ぐりりホール」を開放し、最大３日間、１２０名程度の帰宅困難者を可能な

範囲で受け入れ、食料、飲料水、災害情報等を提供します。運用開始は３月中を予定しています。

■協定の概要

【リリースに関するお問い合わせ】
株式会社東日本放送 広報宣伝部

ＴＥＬ：０２２-３０４-３０１５ ＭＡＩＬ：koho@khb-tv.co.jp

施設名 ｋｈｂ東日本放送 本社１Ｆ「ぐりりホール」

住所
仙台市太白区あすと長町１－３－１５
（ＪＲ長町駅・仙台市地下鉄長町駅から徒歩５分）
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